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 └≤╡ ⱪ꜡☺▼◒♩⌐≈™≡ 

 

○ 練馬区では、平成 29年度（2017年度）から、ひとり親家庭を対象に、「生活」「就労」「子育て」の

３つの支援を組み合わせて提供する「ひとり親家庭自立応援プロジェクト」を実施している。（詳

細は P19参照） 

 

 
 

└≤╡ ♫ⱦ https://nerima - hitorioya.jp/  
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 ─ ה ≠↑ 

○ 新型コロナウイルス感染症が生活・就労・子育てに与えた影響など、家庭の状況について調査を実

施し、調査により把握したニーズを踏まえ、ひとり親家庭の自立に向けた支援を充実する。 

 

  

 

項目 概要 

調査対象 練馬区に在住する児童育成手当受給世帯のうち、申請事由が離婚、死亡、生死不明、

遺棄、未婚である世帯（令和４年（2022年）４月１日現在） 

調査方法 郵送により調査票を配布し、郵送またはオンラインにて回答を回収 

調査期間 令和４年（2022年）４月 25日（月）～５月 24日（火） 

 

  

 

 発送数 有効回収数 有効回答率 

令和４年度 ひとり親家庭ニーズ調査 4,369 件 1,614 件 36.9％ 

 

 ╩ ╢ ─  

○ 回答は、回答者数を 100％として算出し、小数点第２位を四捨五入している。このため、回答率の

合計が 100％にならない場合がある。 

○ 複数回答の質問では、回答率の合計が 100％を超える場合がある。 

○ 図表中、スペースの都合上、回答選択肢の一部を簡略化している場合がある。 

○ 図表中の「無回答」には、重複回答などの無効回答を含む。 

○ 全体の平均値・中央値の算出にあたっては無回答を含まない。 

○ 前回調査とは、平成 28年度に実施した「ひとり親家庭ニーズ調査」である。 
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 └≤╡ ─  
 

 ₡ ₢ 

○ 回答者の属性は、「母親」（母子世帯）が最も多く 94.7％、次いで「父親」（父子世帯）が 4.5％、「養

育者」が 0.5％と続いている。 

 

 

 └≤╡ ⌐⌂∫√ ₡ 20₢ 

○ ひとり親になった事情は、「離婚（協議）」が最も多く 56.4％、次いで「離婚（調停）」が 16.6％、

「未婚」が 10.5％、「死別」が 9.4％と続いている。 

 

 

 ₡ ₢ 

○ 同居人の有無でみると、「回答者と子どものみ」（同居人なし）の世帯が 72.2％を占め、「回答者の

親と同居」の世帯は 15.3％となっている。前回調査と比べると、「回答者の親と同居」が 8.5 ポイ

ント低下している。 

 

 

  

4.5% 94.7%
0.5%
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 ₡ 32₢ 

○ 現在の就労状況は、「フルタイム（正社員）」が最も多く 41.8％、次いで「パート・アルバイト」が

27.4％、「フルタイム（正社員以外）」が 13.6％、「就労していない」が 9.0％と続いており、就労率

は 89.9％となっている。 

○ 前回調査と比べると、「フルタイム（正社員）」が 34.6％から 41.8％と 7.2 ポイント上昇している。 

 

 

 ⅛ ─ ₡ 18₢ 

○ １か月の平均支出は、「20～25万円未満」が最も多く 20.6％、次いで「15～20万円未満」が 18.8％、

「10～15万円未満」が 11.0％、「25～30万円未満」が 10.6％と続いている。 

○ 全体の平均値は 20.5 万円、中央値は 20.0 万円となっている。就労状況別にみると、フルタイム（正

社員）の平均値は 22.8 万円、中央値は 21.0 万円となっている。 
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 ◖꜡♫⌐╟╢  

 

ᵑ ◖꜡♫⌐╟╢ ₡ 44₢ 

○ 新型コロナウイルス感染症による就労収入の変化は、「ほとんど変わらない」が最も多く 49.0％、

次いで「半分までではないが、減った」が 24.8％、「もともと就労していない」が 7.2％、「ほとん

どなくなった」が 4.7％と続いている。「ほとんどなくなった」「半分程度になった」「半分まででは

ないが、減った」の合計は、33.7％となっている。 

 

 

 

ᵒ ⇔√ ─ ₡ 44- 2₢ 

○ 減収した就労収入の回復状況は、「減収したまま回復していない」が最も多く 41.5％、次いで「多

少回復したが、新型コロナウイルス流行以前の水準にまでは戻っていない」が 32.4％と続いており、

これらの合計は 73.9％となっている。 

○ 新型コロナウイルス感染症による就労収入の減少を経験した 33.7％〔問 44〕のうち 73.9％の世帯、

全体では 24.9％の世帯で減収が今なお回復していない。 

 

 

 

  

4.7%4.2% 24.8% 49.0% 4.4% 7.2%
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ᵓ ┼─ ₡ 44- 1₢ 

○ 減収への対応方法は、「預金の取崩し」が最も多く 64.9％、次いで「洋服や趣味などの節約」が 59.7％、

「食費の節約」が 49.4％、「光熱水費の節約」が 29.8％と続いている。 

 

  

64.9%
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ᵔ ⅔ ─ ╖₡ 11₢ 

○ お金の悩みは、「子どもを塾・習い事に行かせられない」が最も多く 47.3％、次いで「洋服や趣味

などにお金を使えない」が 45.7％、「子どもを遊びに連れて行けない」が 42.6％、「家賃の負担」が

40.3％と続いている。 

○ 前回調査と比べると、「水道・光熱費代の負担」が 8.0 ポイント、「子どもを遊びに連れて行けない」

が 5.7 ポイント、「子どもを塾・習い事に行かせられない」が 5.6 ポイント上昇している。 
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 └≤╡ ה☼כ♬─  
 

  

 

ᵑ ≢⅝╢ ₡ 14₢ 

○ 相談できる相手は、「いる」が最も多く 62.8％、次いで「欲しい」が 27.5％、「必要がない」が 7.4％

となっている。 

○ なお、前回調査では、「子育てなどの悩みを気軽に話せる相手はいますか」という設問に対し、「悩

みの話し相手はいない」と回答した割合が 15.1%、無回答の割合が 0.6%であり、何らかの相談相手

がいると回答した割合は 84.3%であった。 

 

 
 

  

62.8% 27.5% 7.4%2.2%
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ᵒ ─ ⁸ ⇔⌂™ ₡ -39ה39 1₢ 

○ 「ひとり親家庭総合相談窓口」の認知は、「初めて知り、今後利用したい」が最も多く 26.0％、次

いで「知っており、利用したことがある」が 22.1％、「初めて知ったが、利用したいと思わない」

「知っているが利用したいと思わない」が 18.3％と続いている。 

○ 窓口を利用できていない/ 利用したいと思わない理由は、「相談する時間・余裕がない」が最も多く

41.9％、次いで「相談したいことがない」が 36.4％、「窓口の開設時間に利用できない」が 29.2％、

「相談も含め公的支援を受けることに抵抗がある」が 6.3％と続いている。 

 

 

 

 

Ҝ╟╡ ↄ─ ╩ ⌐≈⌂→╢√╘⁸ ─ ⅜ ≢∆⁹ 
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 ⌐ ↑√  

 

ᵑ ה ─ ⁸ ₡ 32- 1- -32ה4 1- 4- 1₢ 

○ 転職・就労形態変更（パート⇔正社員など）の希望は、「今の仕事を続けたい」が 60.9％、「転職ま

たは就労形態の変更を希望している」が 37.2％となっている。 

○ 転職・就労形態を変更したい理由は、「賃金が安い」が最も高く 59.3％、次いで「仕事内容に不満

がある」が 22.4％となっている。 

 
 

 

 

ᵒ ⌐ ↑√ ─ ₡ 34₢ 

○ 資格取得の意向は、「思う」（意向あり）が 77.9％、「思わない」（意向なし）が 20.9％となってい

る。 
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ᵓ ה ⁸ ⇔⌂™ ₡ -36ה36 1₢ 

○ 「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」の利用状況・意向は、「制度の内容を詳しく知らないので

判断できない」が最も多く 34.4％、次いで「利用したいが利用できていない」が 26.1％、「利用し

たいと思わない」が 18.5％、「利用したい」が 13.4％と続いている。 

○ 制度を利用できない/ 利用したいと思わない理由は、「現在の仕事を休めない」が最も多く 53.4％、

次いで「通学する時間がない」が 41.9％、「給付金を利用しても通学中の生活費が足りない」が 29.7％、

「取りたい資格が給付金の対象資格でない」が 22.9％と続いている。 

 

  

 

 

Ҝ ⌐ ⇔√ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌐╟╢ ─ ⅜ ≢∆⁹ 
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 ─ ⌐ ↑√  

 

ᵑ ─ ╡ ╘ ₡ 20- 1₢ 

○ 養育費の取り決め状況は、「取り決めていない」が最も多く 40.8％、次いで「調停・裁判で取り決

めている」が 16.5％、「当事者間で口頭で取り決めている」が 13.5％、「公正証書で取り決めている

（強制執行認諾条項付き）」が 13.2％と続いている。何らかの取り決めをしていると回答した方の

合計は、56.0％となっている。 

○ 前回調査と比べると、「取り決めている」が 8.8 ポイント上昇しており、「取り決めていない」が 10.6

ポイント低下している。 

 

 

 

 
 

 

ᵒ ─ ↑ ╡ ₡ 16₢ 

○ 養育費の取り決め状況別に養育費の受け取り状況をみると「取り決めていない」では「養育費を受

け取っている」が 2.3％となっているが、何らかの取り決めをしている場合では「養育費を受け取

っている」が 47.5％となっている。 

 

 

Ҝ ─ ╡ ╘─⌂™ ⅜ ↄ⁸ ⌐ ↑√ ─ ⅜ ≢∆⁹ 
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 ─ ה  

 

 ─ ה  
○ 区では、相対的な貧困率が高いひとり親家庭を対象に、生活・就労・子育ての 3 つの支援を組み合

わせて提供する「ひとり親家庭自立応援プロジェクト」を平成 29 年度（2017年度）から実施して

いる。また、令和２年度（2020年度）からは新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、高等職業

訓練促進給付金等事業の対象を拡大するなど、ひとり親家庭を取り巻く状況の変化に応じた取組も

進めてきた。 

○ コロナ禍が生活・就労・子育てに与えた影響など、ひとり親家庭の状況について把握するため、６

年ぶりに「ひとり親家庭ニーズ調査」を実施した。 

 

 ─  
○ 本報告書は、「概要編」「本編」の２編によって構成される。 

○ このうち、本編では１章で調査の背景や目的をまとめ、続く２章では「ひとり親家庭を取り巻く状

況」として、練馬区におけるひとり親家庭の状況や練馬区ひとり親家庭自立応援プロジェクトにつ

いて概観する。そのうえで、３章では、今回実施した「ひとり親家庭ニーズ調査」の結果をとりま

とめるとともに、クロス分析や前回調査との比較を通して、区における課題についてまとめる。 

○ 本報告書の他に、「集計表」を「データ編」として、区ホームページに掲載する。 

 

1 ─  

編 内容 公表方法 

概要編 
○ 練馬区ひとり親家庭応援プロジェクトについて【１章】 

○ ひとり親家庭ニーズ調査の概要・結果（抜粋）【２章】 

報告書・区ホームページ 

本編 

○ 調査の背景・目的【１章】 

○ ひとり親家庭を取り巻く状況【２章】 

○ ひとり親家庭ニーズ調査結果【３章】 

データ編 ○ 集計表 区ホームページ 
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 └≤╡ ╩ ╡ ↄ  

 

 ⌐⅔↑╢└≤╡ ─  
○ 令和２年（2020 年）の練馬区における女親と子供から成る世帯（18 歳未満の世帯員がいる一般世

帯）は 5,629 世帯、男親と子供から成る世帯（同）は 536世帯、計 6,165 世帯となっており、平成

22年（2010年）と比べると、ひとり親世帯数は 8.6％（578世帯）減少している。 

○ 令和２年（2020年）度末の練馬区における児童育成手当支給児童数は 6,913 人となっており、平成

23 年（2011年）度末と比べると、19.6％（1,680 人）減少している。 

2 ⌐⅔↑╢└≤╡ ─  

 
₈ ₉ 

 

3 ⌐⅔↑╢ ─ 1 

 
₈⌡╡╕─ ₉ 

 
1 各年度 3 月 31 日現在の値で、障害手当のみの受給者は除いている。 
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 ⌐⅔↑╢  
 

 └≤╡ ⱪ꜡☺▼◒♩ 

○ 区では平成 29年度（2017年度）から「ひとり親家庭自立応援プロジェクト（以下、プロジェクト）」

を実施し、平成 28 年度（2016年度）に実施した「ひとり親家庭ニーズ調査」によって明らかにな

ったひとり親家庭の課題やニーズへの対応を行ってきた。 

○ プロジェクトでは「相談」機能を充実させ、困難を抱える家庭と行政をつなげるとともに「生活」

「就労」「子育て」の３つの支援策を総合的に提供することで、ひとり親家庭の自立を応援している。 

 

  

 

ᵑ └≤╡ ↑─  

○ 平成 29 年度（2017年度）に、ひとり親家庭支援事業を専門に行う部署「生活福祉課ひとり親家庭

支援係」を新設した。ひとり親家庭が必要な支援につながるよう、「総合相談窓口」を児童手当係の

隣に開設した。 

○ 「総合相談窓口」では、総合的な支援のために専門相談員を配置するとともに、相談をしやすくす

るために平日夜間・土曜日の相談対応、専門相談員が自宅へ訪問する出張相談を実施している。 

○ また、専門的な相談に対応するため、弁護士による法律相談やファイナンシャルプランナーによる

家計相談を実施している。 

○ これらの相談につなげるため、様々な事業・制度をまとめたホームページである「ひとり親家庭支

援ナビ」の開設やメールマガジンの配信（月に１回）、冊子媒体である「ひとり親家庭のしおり」の

発行（２年に１回）など支援事業の周知強化にも取り組んでいる。 

 

ᵒ ╩  

○ 「生活を応援」では、養育費取り決めの促進や家計相談、生活応援セミナーを実施している。 

○ 養育費取り決めの促進では、法律相談のほか、取り決めに関する費用（公正証書の作成費用等）助

成、戸籍窓口における離婚届用紙と養育費啓発パンフレットの同時配布を行っている。 

○ 生活応援セミナーでは、資格取得セミナーや教育資金対策セミナー、ビジネスマナー講座、リフレ

ッシュ交流会を開催している。 

 

ᵓ ╩  

○ 「就労を応援」では、資格取得等の促進や就労支援セミナーの実施、自立支援プログラムによる個

別支援の強化、就労支援、子どもの預かり支援を行っている。 

○ 資格取得等の促進では、高等職業訓練促進給付金等事業の給付金に区独自の加算を行っているほか、

自立支援教育訓練給付金事業、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業などを行っている。 

○ 就労支援セミナーでは、パソコンスキルを身につけるためのパソコン講習会を行っている。また、

パソコンと通信環境を貸し出したうえで、在宅就労に役立つ知識・スキルを Eラーニングで身につ

ける在宅就業推進事業を行っている。 

○ 自立支援プログラムによる個別支援の強化では、自立に向けた就職や就労の継続に困難を感じてい

る方に個別の支援プログラムを策定し、資格取得の支援やハローワークの出先機関である「就労応

援ねりま」（区役所西庁舎２階）とともに職業相談・紹介を行っている。 

○ 子どもの預かり支援では、小学生以下の児童のいる家庭を対象に、ホームヘルプサービス事業を行

っている。 
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ᵔ ≡╩  

○ 「子育てを応援」では、家庭訪問型学習支援や親子交流、ひとり親家庭間交流を行っている。 

○ 家庭訪問型学習支援では、小学校４年生から中学校２年生までを対象とした学習支援員の派遣と悩

み相談を行っている。また、親子交流、ひとり親家庭間交流では、収穫体験などのレクリエーショ

ン事業や区が指定した施設の宿泊料を助成する休養ホーム事業を行っている。 

 

4 └≤╡ ⱪ꜡☺▼◒♩─  

  平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

ひとり

親家庭

向け相

談窓口 

総合相談 相談件数 1,339 1,857 2,230 2,269 2,493 

家計相談 相談件数 17 16 18 19 19 

出張相談 相談件数 -  -  20 15 5 

法律相談 相談件数 -  -  93 106 84 

生活を

応援 

生活応援セミナー 参加者数 46 37 59 125 77 

養育費の取り決めに関する 

公正証書作成等の費用助成 
支給件数 -  -  -  -  51 

就労を

応援 

高等職業訓練促進 

給付金等事業 
支給件数 39 44 51 51 76 

自立支援教育訓練 

給付金事業 
支給件数 6 13 4 5 7 

高等学校卒業程度 

認定試験合格支援 
支給件数 0 1 2 0 4 

就労支援 

セミナー 

パソコン講習会 参加者数 47 42 40 45 30 

在宅就業促進事業 参加者数 24 21 22 24 20 

自立支援プログラム 

による支援 

プログラム 

策定数 
84 64 60 71 81 

ひとり親家庭 

ホームヘルプサービス事業 

利用登録 

世帯数 
76 77 69 54 49 

利用時間 8,343 11,973 11,987 7,277 8,373 

子育て

を応援 

訪問型学習支援事業 
利用世帯数 22 30 32 35 35 

利用者数 26 34 38 40 40 

親子交流

事業 

日帰り親子 

バスツアー 
参加者数 42 41 46 ※ -  

親子料理教室 参加者数 22 7 24 ※ -  

親子バーベキュー 参加者数 -  46 41 ※ -  

収穫体験 参加者数 -  -  -  -  72 

ひとり親家庭等休養ホーム 利用者数 283 243 199 56 146 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止 
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 ─ ה ≠↑ 

○ 新型コロナウイルス感染症が生活・就労・子育てに与えた影響など、家庭の状況について調査を実

施し、調査により把握したニーズを踏まえ、ひとり親家庭の自立に向けた支援を充実する。 

 

  

 

項目 概要 

調査対象 練馬区に在住する児童育成手当受給世帯のうち、申請事由が離婚、死亡、生死不明、

遺棄、未婚である世帯（令和４年（2022年）４月１日現在） 

調査方法 郵送により調査票を配布し、郵送またはオンラインにて回答を回収 

調査期間 令和４年（2022年）４月 25日（月）～５月 24日（火） 

 

  

 

 発送数 有効回収数 有効回答率 

令和４年 ひとり親家庭ニーズ調査 4,369 件 1,614 件 36.9％ 

 

 ╩ ╢ ─  

○ 回答は、回答者数を 100％として算出し、小数点第２位を四捨五入している。このため、回答率の

合計が 100％にならない場合がある。 

○ 複数回答の質問では、回答率の合計が 100％を超える場合がある。 

○ 図表中、スペースの都合上、回答選択肢の一部を簡略化している場合がある。 

○ 図表中の「無回答」には、重複回答などの無効回答を含む。 

○ 全体の平均値・中央値の算出にあたっては無回答を含まない。 

○ 前回調査とは、平成 28年度に実施した「ひとり親家庭ニーズ調査」である。 
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ᵑ  

○ 回答者の属性は、「母親」（以下、母子世帯とみなす）が最も多く 94.7％、次いで「父親」（以下、

父子世帯とみなす）が 4.5％、「養育者」が 0.5％と続いている。 

 

 

 

 

ᵒ  

○ 回答者年齢は、「40～49 歳」が最も多く 47.1％、次いで「30～39 歳」が 27.8％、「50 歳以上」が

19.7％、「29歳以下」が 5.3％と続いている。なお、前回調査から割合に大きな変化はない。 

○ 世帯類型別にみると、母子・父子世帯ともに「40～49歳」が最も多いが、母子世帯では次いで「30

～39歳」が 28.3％と続くのに対し、父子世帯では「50歳以上」が 37.0％と続き、母子世帯より父

子世帯の方が、年齢層が高くなっている。 
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ᵓ ─  

○ 回答者の最終学歴は、「高校」が最も多く 31.0％、次いで「大学・大学院」が 26.0％、「専門学校」

が 21.6％、「短大」が 12.3％と続いている。なお、前回調査と比べると「高校」や「短大」の割合

が低下し、「大学・大学院」の割合が上昇している。 

○ 世帯類型別にみると、母子・父子世帯ともに「高校」が最も多いが父子世帯の方が「中学」、「高校」、

「大学・大学院」の割合が高く、母子世帯の方が「専門学校」、「短大」の割合が高くなっている。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ᵔ  

○ 居住地は、「石神井」が最も多く 29.3％、次いで「光が丘」が 25.6％、「練馬」が 22.4％、「大泉」

が 21.5％と続いている。なお、前回調査から割合に大きな変化はない。 
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ᵕ  

○ 住居形態は、「民間賃貸住宅」が最も多く 47.1％、次いで「親族名義の持家」が 23.7％、「都営・区

営住宅」が 13.7％、「回答者名義の持家」が 11.7％と続いている。 

○ 世帯類型別にみると、母子・父子世帯ともに「民間賃貸住宅」が最も多いが、母子世帯では次いで

「親族名義の持家」が 23.7％と続くのに対し、父子世帯では「回答者名義の持家」が 28.8％と続い

ている。 
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ᵖ └≤╡ ⌐⌂∫≡⅛╠─  

○ ひとり親になってからの年数は、「３年～５年未満」が最も多く 18.3％、次いで「５年～７年未満」

が 15.5％、「７～９年未満」が 11.2％、「９年～11年未満」が 11.0％と続いている。なお、前回調

査と比べると「１年未満」の割合が 3.6％から 7.2％と 3.6 ポイント上昇している。 

○ 世帯類型別にみると、父子世帯より母子世帯でひとり親になってからの年数が長い世帯が多くなっ

ている。 
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ᵗ  

○ 同居家族は、子どもを除くと回答者の母が 23.1％で最も多く、次いで回答者の父が 13.4％、回答者

の兄弟姉妹が 6.4％と続いている。 

 

≤─  
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○ 同居人の有無でみると、「回答者と子どものみ」の世帯が 72.2％を占め、「回答者と親の同居2」の世

帯は 15.3％となっている。 

○ 世帯類型別にみると、母子・父子世帯ともに「回答者と子どものみ」の世帯が最も多いが、父子世

帯の方が「回答者の親と同居」の世帯が多くなっている。なお、前回調査と比べると母子世帯では

「回答者と子どものみ」の割合が 74.7％から 72.9％と 1.8 ポイント低下しているが、父子世帯で

は 60.2％から 64.4％に 4.2 ポイント上昇している。 

 

ה  

 
 

ה  

 
 

ה  

 
  

 
2 同居家族について「あなたの子ども」と回答があり、かつ「あなたの母」または「あなたの父」と回答があったも

のを対象としている。 
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ᵘ 20 ─ ≥╙─  

ợ20 ─ ≥╙─  

○ 同居している 20歳未満の子どもの人数は、「１人」が最も多く 56.8％、次いで「２人」が 29.7％、

「３人」が 6.3％となっている。なお、前回調査と比べると無回答の割合が多くなっているが、そ

の影響を除くと大きな変化はない。 

○ 世帯類型別にみると、母子・父子世帯ともに１人が最も多いが、父子世帯より母子世帯の方で子ど

もが２人以上である世帯が多くなっている。 
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ợ ─  

○ 末子の年齢は、「15 歳以上」が最も多く 23.4％、次いで「12～14 歳」が 20.7％、「９～11 歳」が

19.2％、「６～８歳」が 14.8％と続いている。なお、前回調査と比べると「９～11歳」の割合が 14.9％

から 19.2％へ 4.3 ポイント上昇している。 

○ 世帯類型別にみると、母子世帯より父子世帯の方が末子の年齢が高くなっている。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ợ15 20 ─ ≥╙─  

○ 15～20歳未満の子どもの状況をみると、「高校生」が 73.0％で最も多く、次いで「大学生」が 11.7％、

「短大・専門学校生」が 4.4％、「中学生」が 3.9％と続いている。 
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 ⌂≥≢ ╩ ╢ │ ↔╤≢∆⅛⁹  

   β ≢ ╩⇔≡™╢ │⁸ ─ ╩⅔ ⅎↄ∞↕™⁹ 

○ 家を出る時間は、「午前８時～10時以前」が最も多く 42.8％、次いで「午前７～８時以前」が 30.0％、

「交代制勤務などで一定しない」が 8.6％と続いている。 

○ 世帯類型別にみると、母子・父子世帯ともに「午前８時～10時以前」が最も多いが、母子世帯より

父子世帯で「午前６時以前」や「午前 10時以降」が多くなっている。 
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10 ⌂≥⅛╠ ∆╢ │ ↔╤≢∆⅛⁹  

○ 帰宅時間は、「午後６時～８時以前」が最も多く 45.6％、次いで「午後６時以前」が 24.3％、「午後

８時～10時以前」が 10.7％と続いている。 

○ 世帯類型別にみると、母子・父子世帯ともに「午後６時～８時以前」が最も多いが、母子世帯より

父子世帯で「午後８時～10時以前」が多くなっている。 
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ᵒ ⅔ ─ ╖ 

11 ⅔ ─ ╖≤⇔≡⁸№≡│╕╢╙─⌐ủ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹  

○ お金の悩みは、「子どもを塾・習い事に行かせられない」が最も多く 47.3％、次いで「洋服や趣味

などにお金を使えない」が 45.7％、「子どもを遊びに連れて行けない」が 42.6％、「家賃の負担」が

40.3％と続いている。 

○ 前回調査と比べると、「水道・光熱費代の負担」が 8.0 ポイント、「子どもを遊びに連れて行けない」

が 5.7 ポイント、「子どもを塾・習い事に行かせられない」が 5.6 ポイント上昇している。 
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12 ─ ─ ╖≤⇔≡⁸№≡│╕╢╙─⌐ủ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹  

○ 今の生活の悩みは、「自分の健康」が最も多く 52.9％、次いで「家事の負担」が 38.4％、「家が狭

い・快適でない」が 31.7％、「仕事の拘束時間」が 29.9％と続いている。 

○ 前回調査と比べると、「家事の負担」が 16.0 ポイント、「家が狭い・快適でない」が 6.0 ポイント、

「仕事の拘束時間」が 3.6 ポイント上昇している。 

 

≤─  
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13 ─ ≤⇔≡⁸№≡│╕╢╙─⌐ủ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹  

○ 将来の不安は、「子どもの将来」が最も多く 76.8％、次いで「自分の老後のこと」が 68.0％、「生活

費が足りなくなること」が 66.0％、「自分の親の介護」が 40.7％と続いている。 

○ 前回調査と比べると、「子どもの将来」が 4.4 ポイント、「自分の老後のこと」が 4.1 ポイント上昇

している。 
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ᵕ ≢⅝╢  

14 ╖╩ ≢⅝╢ │™╕∆⅛⁹  

○ 相談できる相手は、「いる」が最も多く 62.8％、次いで「欲しい」が 27.5％、「必要がない」が 7.4％

となっている。 

○ 世帯類型別にみると、母子・父子世帯ともに「いる」が最も多いが、母子世帯より父子世帯で「い

る」の割合が 18.4 ポイント低くなっており、「欲しい」の割合が 15.7 ポイント高くなっている。 

○ なお、前回調査では、「子育てなどの悩みを気軽に話せる相手はいますか」という設問に対し、「悩

みの話し相手はいない」と回答した割合が 15.1%、無回答の割合が 0.6%であり、何らかの相談相手

がいると回答した割合は 84.3%であった。 
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14- 1 ≢⅝╢ │≥⌂√≢∆⅛⁹  

○ 相談できる相手は、「友人・知人」が最も多く 77.3％、次いで「親族」が 69.1％、「区の相談窓口」

が 9.1％、「民間団体」が 2.5％と続いている。 
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ᵖ  

15 №⌂√─ ─ 12 ─ ╩↔ ↄ∞↕™⁹  

○ 世帯年収は、「200～300 万円未満」が最も多く 24.8％、次いで「300～400 万円未満」が 20.3％、

「400万円以上」が 18.9％と続いている。全体の平均値は 274.9 万円、中央値は 250万円となって

いる。 

○ 世帯類型別にみると、母子世帯では「200～300万円」が最も多く 25.1％で、平均値は 270.2 万円、

中央値は 250万円となっている。父子世帯では「400万円以上」が最も多く 41.1％、平均値は 361.9

万円、中央値は 330万円となっている。 

○ 就労状況別にみると、「フルタイム（正社員）」は「400 万円以上」が 36.4％で最も多いのに対し、

「フルタイム（正社員以外）」は「200～300万円未満」が 42.9％、「パート・アルバイト」は「100

～200万円未満」が 37.8％で最も多くなっている。 
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ợ ⅛ ─ ╡  

○ １か月の平均収入（手取り額）は、「20～25 万円」が最も多く 23.7％、次いで「15～20 万円」が

21.3％、「10～15万円」が 12.6％、「25～30万円」が 11.2％と続いている。全体の平均値は 19.9 万

円、中央値は 20.0 万円、０円・無回答を除いた平均値は 20.2 万円、中央値は 20.0 万円となってい

る。 
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※１か月の平均収入（手取り額）について、前回調査では児童扶養手当・児童育成手当などを踏まえた合

計額を尋ねているが、今回調査ではこれらを前提として尋ねていないため単純な比較ができない。  
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ợ ─ ⌐╟╢  

○ 自身の就労による収入は、「20～25万円未満」が最も多く 21.1％、次いで「15～20万円」が 19.6％、

「10～15 万円未満」が 13.3％と続いている。全体の平均値は 17.5 万円、中央値は 18.0 万円、０

円・無回答を除いた平均値は 18.3 万円、中央値は 18.0 万円となっている。 

○ ０円・無回答を除いて前回調査と比べると、「20～25万円未満」「25～30万円未満」「30～35万円未

満」の割合が上昇する一方、「５～10万円未満」「10～15万円未満」「15～20万円未満」で割合が低

下している。また、世帯類型別にみると、母子世帯では全体の傾向と同じく 20万円以上の割合が上

昇しているが、父子世帯では 30 万円以上の割合が上昇する一方で「10～15 万円未満」の割合も上

昇している。 
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ợ ⅛╠─ ↑ ╡  

○ 元配偶者等からの養育費は、「０円（なし）」が最も多く 62.2％、次いで「４～６万円」が 7.2％、

「２～４万円未満」が 6.6％と続いている。また、０円・無回答を除くと「４～６万円未満」が 29.0％

で最も多くなっており、平均値は 6.0 万円、中央値は 5.0 万円となっている。 

○ 前回調査と比べると、「０円（なし）」の割合が 72.0％から 62.2％に 9.8 ポイント低下している。 

 

 

 
 

≤─  

ה  

 

ה  β ה ╩ ↄ 

 
 

  

62.2%

1.2%
6.6% 7.2% 4.0% 1.8% 4.1%

13.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

⌂⇔ 10 10

(n=1,614)

62.2%

1.2%
6.6% 7.2% 4.0% 1.8% 4.1%

13.0%

72.0%

1.2%
6.2% 5.8% 2.9% 1.0% 2.6%

8.4%

0%

20%

40%

60%

80%

⌂⇔ 10 10

(n=1,614) (n=2,585)

4.8%

26.5%
29.0%

16.0%

7.3%

16.5%

5.9%

31.4% 29.8%

14.6%

5.3%

13.0%

0%

10%

20%

30%

40%

10 10

(n=400) (n=507)



 └≤╡ ☼כ♬  

41 

 

ợ ⅛╠─ ─ ╡ ╘ ─ ─ ↑ ╡  

○ 養育費の取り決め状況（問 20- 1）別にみると、養育費について「取り決めていない」では「養育費

を受け取っている3」が 2.3％にとどまっているが、何らかの取り決めをしている場合では「養育費

を受け取っている」が 47.5％を占めている。 

○ ただし、取り決めの種類によって状況は異なっており、「公正証書で取り決めている（強制執行認諾

条項付き）」では「養育費を受け取っている」が 64.0％であるのに対し、「公正証書で取り決めてい

る（強制執行認諾条項なし）」では 38.6％にとどまっており、さらに「当事者間で口頭で取り決め

ている」では 32.5％となっている。 

 

─ ╡ ╘  

 

  

 
3 養育費が１円以上を「養育費を受け取っている」とした。 
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ợ  

○ 生活保護費は、「０円（なし）」が最も多く 78.6％、０円・無回答を除いた平均値は 11.3 万円、中

央値は 11.0 万円となっている。 

 

 

 
 

ợ ⅛╠─  

○ 親族等からの支援は、「０円（なし）」が最も多く 82. 1％、０円・無回答を除いた平均値は 9.4 万円、

中央値は 5.0 万円となっている。 
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ᵘ  

17 №⌂√─ ─ ⁸ ה ╩ ╗ ╩⅔ ⅎↄ∞↕™⁹  

○ 預貯金額は「50万円未満」が最も多く 22.7％、次いで「預貯金はない」が 16.5％、「50～100万円

未満」が 13.1％、「100～200万円未満」が 8.9％と続いている。 

○ 世帯類型別にみると、母子・父子世帯ともに「50 万円未満」が最も多く、次いで「預貯金はない」

が多くなっているが、母子世帯より父子世帯で「預貯金はない」「50 万円未満」の割合が高くなっ

ている。 
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ᵙ ⅛ ─  

18 №⌂√─ ─ ⅛ ─ │≥╣ↄ╠™≢∆⅛⁹╕√⁸ ⌂ ╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 

 

○ １か月の平均支出は、「20～25万円未満」が最も多く 20.6％、次いで「15～20万円未満」が 18.8％、

「10～15 万円未満」が 11.0％、「25～30 万円未満」が 10.6％と続いている。全体の平均値は 20.5

万円、中央値は 20.0 万円となっている。 

○ １か月の支出を現在の就労形態別にみると、フルタイム（正社員）の平均値は 22.8 万円、中央値は

21.0 万円、フルタイム（正社員以外）の平均値は 20.2 万円、中央値は 20.0 万円、パート・アルバ

イトの平均値は 17.2 万円、中央値は 15.4 万円となっている。 

 

 

 
 

 

ⱨꜟ♃▬ⱶה  

 
ⱨꜟ♃▬ⱶה  

 
 ♩▬Ᵽꜟ▪ה♩כⱤה
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ợ  

○ １か月の住居費は、「５～10 万円未満」が最も多く 33.0％、次いで「５万円未満」が 18.0％、「10

～15 万円未満」が 17.5％、「０円（なし）」が 12.5％と続いている。全体の平均値は 6.3 万円、中

央値は 7.0 万円となっている。 

 

 

 
 

ợ  

○ １か月の食費は、「４～６万円未満」が最も多く 32.5％、次いで「２～４万円未満」が 21.7％、「６

～８万円未満」が 11.8％、「８～10 万円未満」が 6.6％と続いている。全体の平均値は 5. 0 万円、

中央値は 5.0 万円となっている。 

 

 

 
 

ợ  

○ １か月の平均支出は、「２～４万円」が最も多く 26.6 ％、次いで「２万円未満」が 16. 9％、「４～６

万円未満」が 12. 8％、「０円（なし）」が 12. 4％と続いている。全体の平均値は 3. 3 万円、中央値は

2.0 万円となっている。 
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ợ  

○ １か月の貯蓄は、「０円（なし）」が最も多く 49.5％、次いで「２～４万円未満」が 13. 4％、「２万

円未満」が 7. 7％、「４～６万円未満」が 6.1 ％と続いている。全体の平均値は 1.2 万円、中央値は

0.0 万円、０円・無回答を除いた平均値は 3.2 万円、中央値は 2.5 万円となっている。 

○ 貯蓄をしていると回答した世帯は、30.5％にとどまっている。 

 

 

 
 

ợ  

○ １か月の通信費は、「２万円未満」が最も多く 38. 4％、次いで「２～４万円未満」が 35. 5％、「０円

（なし）」が 5. 2％、「４～６万円未満」が 3. 4％と続いている。全体の平均値は 1. 7 万円、中央値は

1. 5 万円となっている。 

 

 

 
 

ᵚ ▬fi♃כⱠ♇♩─  

19 ⅔ ╕™─▬fi♃כⱠ♇♩─ │⁸ ─≥╣⌐№√╡╕∆⅛⁹  

○ インターネットの通信環境は、「通信量に制限がない環境」が最も多く 77.3％、次いで「通信量に

制限がある環境」が 14.8％と続いている。 
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ᵛ └≤╡ ⌐⌂∫√  

20 └≤╡ ⌐⌂╠╣√─│⁸≥─╟℮⌂↔ ≢⇔√⅛⁹  

○ ひとり親になった事情は、「離婚（協議）」が最も多く 56.4％、次いで「離婚（調停）」が 16.6％、

「未婚」が 10.5％、「死別」が 9.4％と続いている。前回調査から割合に大きな変化はない。 

○ 世帯類型別にみると、母子・父子世帯ともに「離婚（協議）」が最も多いが、母子世帯では次いで「離

婚（調停）」が続くのに対し、父子世帯では「死別」が続いている。 
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ᵜ ─ ╡ ╘ 

ₒ ה ─ 20≢₈ ₉ ₈ ₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

20- 1 ⌐≈™≡ ╡ ╘╩⇔≡™╕∆⅛⁹  

○ 養育費の取り決め状況は、「取り決めていない」が最も多く 40.8％、次いで「調停・裁判で取り決

めている」が 16.5％、「当事者間の口頭で取り決めている」が 13.5％、「公正証書で取り決めている

（強制執行認諾条項付き）」が 13.2％と続いている。 

○ 前回調査と比べると、「取り決めていない」の割合が 51.4％から 40.8％に 10.6 ポイント低下し、

何らかの方法で取り決めている割合が 47.2％から 56.0％に 8.8 ポイント上昇している。 

○ 世帯類型別にみると、母子・父子世帯ともに「取り決めていない」が最も多いが、父子世帯より母

子世帯の方が何らかの取り決めをしている割合が高くなっている。 
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ₒ 20- 1≢₈ ╡ ╘≡™⌂™₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

20- 1- 1 ⌐≈™≡ ╡ ╘╩⇔≡™⌂™ │ ≢∆⅛⁹  

○ 養育費の取り決めをしていない理由は、「相手が支払えない、または支払わないと思ったから」が最

も多く 51.3％、次いで「相手と関わりたくなかったから」が 46.8％、「相手と連絡が取れないから」

が 18.1％、「交渉がまとまらなかったから」が 15.1％と続いている。 

○ 選択肢が異なるため、単純に比較はできないものの、前回調査では「相手と関わりたくない」が

49.1％と最も多く、次いで「相手の経済状況から養育費を請求できない」が 44.1％と続いており、

相手と関わりたくないこと、相手方に支払いを期待できないことが主な理由となっている。 
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 ≡⌐ ∆╢↓≤ 

 

ᵑ ה ─  

21 №⌂√─ ≢│⁸ ╩≤∫≡™╕∆⅛⁹  

○ 家庭での朝食の摂取状況は、「毎朝必ずとる」が最も多く 67.5％、次いで「ほぼ毎朝とる」が 19.0％

と続いている。なお、前回調査から割合に大きな変化はない。 

 

 

 
 

 

 
 

22 №⌂√│⁸ ≥╙≤ ⌐ ╩≤∫≡™╕∆⅛⁹  

β ≥╙⅜ ™╢ │⁸ ⌐ ╩≤╢ ─ ™⅔ ↕╪⌐≈™≡⅔ ⅎↄ∞↕™⁹ 

○ 子どもと一緒の夕食の摂取は、「毎日必ず一緒にとる」が最も多く 40.4％、次いで「ほぼ毎日一緒

にとる」が 34.3％と続いている。前回調査と比べると、「毎日必ず一緒にとる」の割合が 34.0％か

ら 40.4％に 6.4 ポイント上昇し、「一緒にとれないことが多い」の割合が 25.9％から 20.8％に 5.1

ポイント低下している。 
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ᵒ ≥╙≤ ⌐™╠╣╢  

23 №⌂√⅜ ⌂≥⅜№╢ ⌐⁸ ≥╙≤ ⌐ ╠╣╢ │ ↄ │ ↄ╠

™≢∆⅛⁹  

β ≥╙⅜ ™╢ │⁸ ⌐ ╢ ─ ™⅔ ↕╪⌐≈™≡⅔ ⅎↄ∞↕™⁹ 

○ 子どもと一緒にいられる時間は、「３時間～４時間未満」が最も多く 25.7％、次いで「２時間～３

時間未満」が 21.8％、「４時間～５時間未満」が 15.2％、「１時間～２時間未満」が 11.8％と続い

ている。 

○ 前回調査と比べると、「２時間～３時間未満」の割合が 16.3％から 21.8％と 5.5 ポイント上昇し、

「４時間～５時間未満」が 23.1％から 15.2％と 7.9 ポイント低下しており、子どもと一緒にいら

れる時間が短くなっている。 
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ᵓ ≡─ ╖ 

24 ≡─ ╖≤⇔≡⁸№≡│╕╢╙─⌐ủ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹  

○ 子育ての悩みは、「子どものしつけ・教育」が最も多く 59.2％、次いで「子どもにきつくあたって

しまうことがある」が 41.7％、「子どもと遊ぶ（過ごす）時間が十分にとれない」が 35.7％、「勉強

を教えてあげられない」が 34.8％と続いている。 

○ 前回調査と比べると、「子どもと遊ぶ（過ごす）時間が十分にとれない」が 22.2％から 35.7％と 13.5

ポイント、「子どものしつけ・教育」が 48.5％から 59.2％と 10.7 ポイント上昇している。 

 

≤─  
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ᵔ ≥╙⌐ ∆╢ ╖ 

25 ≥╙⌐ ∆╢ ╖≤⇔≡⁸№≡│╕╢╙─⌐ủ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹  

○ 子どもに関する悩みは、「進学」が最も多く 59.5％、次いで「学力」が 58.0％、「健康・障害」が

34.3％、「友達関係・いじめ」が 26.9％と続いている。 

○ 前回調査と比べると、「学力」が 45.2％から 58.0％と 12.8 ポイント、「健康・障害」が 25.9％から

34.3％と 8.4 ポイント上昇している。 
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ᵕ ≤ ≡─ ─ ⌂  

26 ≤ ≡╩ ∆╢℮ⅎ≢⁸≥─╟℮⌂≤↓╤⌐ ↕╩ ∂╕∆⅛⁹№≡│╕╢╙─⌐

ủ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹  

○ 仕事と子育ての両立の困難な点は、「子どもの急な病気等のときの対応」が最も多く 51.5％、次い

で「子どもの学校行事等への参加」が 45.3％、「子どもとのコミュニケーション不足」が 37.9％、

「急な残業・出張時の子どもの預け先」が 19.8％と続いている。 

○ 前回調査と比べると、「子どもの学校行事等への参加」が 53.2％から 45.3％に 7.9 ポイント、「子

育てとの両立について職場の理解が得られにくい」が 12.5％から 10.0％に 2.5 ポイント低下して

いる。 
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ᵖ ≥╙─ ─  

27 ≥╙─ ⌐≈™≡⁸⅔⅔╟∕≥─ ╕≢╩ ⅎ≡™╕∆⅛⁹  

○ 子どもの進学先の想定は、「大学またはそれ以上」が最も多く 56.3％、次いで「まだわからない」

が 19.8％、「短大・高等専門学校・専門学校まで」が 11.8％、「高校まで」が 10.1％と続いている。 

○ 世帯類型別にみると、母子・父子世帯ともに「大学またはそれ以上」が最も多いが、母子世帯では

「まだわからない」が続くのに対し、父子世帯では「高校まで」が続いている。 

○ 世帯年収別にみると、おおむね世帯年収が上がるにつれて「大学またはそれ以上」の割合が高くな

っている。 
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27- 1 ∕─ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™⁹  

○ 進学先の想定の理由は、「子どもの希望」が最も多く 39.5％、次いで「一般的な進路だと思うから」

が 26.7％、「経済的な状況から考えて」が 12.8％、「学力から考えて」が 6.3％と続いている。 

○ 想定進学先別にみると、「大学またはそれ以上」や「短大・高等専門学校・専門学校まで」では「子

どもの希望」がそれぞれ 40.7％、49.7％で最も多いのに対し、「高校まで」では「経済的な状況か

ら考えて」が 48.5％で最も多くなっている。 
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ᵗ ≢─ ≥╙⅜ ∆╢  

28 №⌂√─ ≢ ≥╙⅜ ⇔≡™╢ ⅜№╡╕∆⅛⁹№≡│╕╢╙─⌐ủ╩ ⅎ≡ↄ∞↕

™⁹  

○ 家庭での子どもが担当する役割は、「特にない」が最も多く 58.7％、次いで「家事（食事の準備、

掃除、洗濯など）」が 31.9％、「きょうだいの世話」が 8.1％、「家族の見守り（認知症、障害、病気

など）」が 1.8％と続いている。 

 

 

 
 

ₒ 28≢₈ ₉ ₈ ₉⌐ủ╩≈↑√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

28- 1 №√╡≢⁸ ≥╙⅜ ⇔≡™╢ ⌐ ╛∆ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™⁹  

○ 子どもが担当する役割に費やす時間は、「１時間未満」が最も多く 84.3％、次いで「１時間～２時

間未満」が 10.2％と続いている。 
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ᵘ ─ ≥╙╩╖≡╙╠ⅎ╢ ה  ☻ⱦכ◘╛

ₒ ─ ≥╙╩⅔ ∟─ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

29 ≥╙╩╖≡╙╠ⅎ╢ ה ╛ ⱦ☻│№╡╕∆⅛⁹№≡│╕╢╙─⌐ủכ◘╢™≡⇔

╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹  

○ 小学６年生以下の子どもをみてもらえる親族・知人やサービスは、「保育園・学童クラブを利用して

いる」が最も多く 39.8％、次いで「緊急時・用事の際に親族にみてもらえる」が 34.9％、「日常的

に親族にみてもらえる」が 28.3％、「緊急時に子どもをみてもらえる友人・知人がいる」が 11.6％

と続いている。 

○ 末子の年齢別に「子どもをみてもらえる親族・知人や、利用できるサービスがない」の割合をみる

と、年齢が上がるにつれて割合が上昇しており、「９～11 歳」では 16.5％となっている。 

 

 

 

─ ─₈ ≥╙╩╖≡╙╠ⅎ╢ ה ╛⁸ ─ⱦ☻⅜⌂™₉כ◘╢⅝≢  
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 ╛ ⌐ ∆╢↓≤ 

 

ᵑ  

30 └≤╡ ⌐⌂╢ ─ ╩⅔ ⅎↄ∞↕™⁹  

○ ひとり親になる前の就労状況は、「パート・アルバイト」が最も多く 32.3％、次いで「フルタイム

（正社員）」が 30.0％、「就労していなかった」が 19.6％、「フルタイム（正社員以外）」が 10.0％

と続いている。 

○ 世帯類型別にみると、母子世帯では「パート・アルバイト」が 33.7％で最も多いが、父子世帯では

「フルタイム（正社員）」が 64.4％で最も多くなっている。 
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31 └≤╡ ⌐⌂∫√↓≤╩⅝∫⅛↑≤⇔≡⁸ ⁸ ╩⇔╕⇔√⅛⁹  

○ ひとり親になったことをきっかけとした就職・転職の経験は、「はい」（就職・転職あり）が 58.3％

となっている。 

○ 世帯類型別にみると、母子世帯では就職・転職ありが 59.9％を占めているが、父子世帯では就職・

転職なしが 71.2％を占めている。 

○ ひとり親になる前の就労状況別にみると、「就労していなかった」で就職・転職ありが 79.8％を占

めている。 

 

 

 
 

 

 
 

└≤╡ ⌐⌂╢ ─  
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32 ─ ⌐≈™≡⅔ ⅎↄ∞↕™⁹  

○ 現在の就労状況は、「フルタイム（正社員）」が最も多く 41.8％、次いで「パート・アルバイト」が

27.4％、「フルタイム（正社員以外）」が 13.6％、「就労していない」が 9.0％と続いている。また、

前回調査と比べると「フルタイム（正社員）」が 34.6％から 41.8％と 7.2 ポイント上昇している。 

○ 世帯類型別にみると、母子・父子世帯ともに「フルタイム（正社員）」が最も多く、父子世帯では、

母子世帯に比べ「フルタイム（正社員）」や「自営業」の割合が高くなっている。 

○ ひとり親になる前の就労状況別にみると、多くの場合、以前の就労状況と現在の就労状況は同じで

あるが、ひとり親になる前の就労状況が「就労していなかった」では、現在の就労状況は「フルタ

イム（正社員）」が最も多く 34.7％、次いで「パート・アルバイト」が 29.0％となっている。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

└≤╡ ⌐⌂╢ ─  
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ᵒ ⇔≡™╢ ─  

ₒ ⇔≡™╢ 32≢₈ ₉ ₈ ₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

32- 1- 1 ≥─╟℮⌂⅔ ╩↕╣≡™╕∆⅛⁹  

○ 現在の仕事内容は、「事務（医療事務などを含む）」が最も多く 26.4％、次いで「医療・社会福祉・

保健衛生（介護・保育・理美容など）」が 26.0％、「販売・接客（飲食など）」が 13.0％、「営業」が

5.9％と続いている。 

 

 

 

 

ₒ ⇔≡™╢ 32≢₈ ₉ ₈ ₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

32- 1- 2 ─⅔ ≢─ │≥─ↄ╠™≢∆⅛⁹  

○ 現在の勤め先での勤続年数は、「５年～10年未満」が最も多く 24.7％、次いで「10年以上」が 19.7％、

「１年～３年未満」が 19.6％、「３年～５年未満」が 19.5％と続いている。 
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ₒ ⇔≡™╢ 32≢₈ ₉ ₈ ₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

32- 1- 3 ─ │ ≢≥─ↄ╠™≢∆⅛⁹  

○ １週間の労働時間は、「40時間～45時間未満」が最も多く 25.5％、次いで「35時間～40時間未満」

が 22.8％、「30時間～35時間未満」が 9.9％、「20時間未満」「45時間～50時間未満」が 9.6％と続

いている。 

○ 前回調査と比べると、全体と母子世帯では「40時間～45時間未満」「45時間～50時間未満」「50時

間～55 時間未満」などで割合が低下している一方で「30 時間～35 時間未満」「35 時間～40 時間未

満」で割合が上昇しており、労働時間が減少している。また、父子世帯では「45 時間～50 時間未

満」「50 時間～55時間未満」「60時間以上」などで割合が低下し、「30時間～35時間未満」「35時間

～40時間未満」「40時間～45時間未満」で割合が上昇している。 
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○ また、就労形態別にみると、フルタイム（正社員）やフルタイム（正社員以外）では、40時間以上

の割合が低下し、「35時間～40時間未満」の割合が上昇しているのに対して、パート・アルバイト

では「20時間未満」が 9.2 ポイント、自営業では「20時間未満」が 6.4 ポイント、「25時間～30 時

間未満」が 6.5 ポイント上昇している。 
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ᵓ ה ─  

ₒ ⇔≡™╢ 32≢₈ ₉ ₈ ₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

32- 1- 4 ╕√│ ─ Ɽכ♩Ҟ ⌂≥ ─ │№╡╕∆⅛⁹ ─⅔ ∟

≤⇔≡⁸№≡│╕╢╙─⌐ủ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹  

○ 転職・就労形態変更の希望は、「今の仕事を続けたい」が 60.9％、「転職または就労形態の変更を希

望している」が 37.2％となっている。前回調査と比べると、「今の仕事を続けたい」が 52.8％から

60.9％に 8.1 ポイント上昇し、「転職または就労形態の変更を希望している」が 42.2％から 37.2％

に 5.0 ポイント低下している。 

○ 世帯類型別にみると、父子世帯より母子世帯の方が「転職または就労形態の変更を希望している」

の割合が高くなっている。 
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ₒ ╕√│ ─ ╩ ⇔≡™╢ 32- 1- 4≢₈ ₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ  

32- 1- 4- 1 ╕√│ ╩ ⇔√™ │ ≢∆⅛⁹  

○ 転職・就労形態を変更したい理由は、「賃金が安い」が最も高く 59.3％、次いで「仕事内容に不満

がある」が 22.4％、「子育てとの両立が難しい」が 20.2％、「仕事の拘束時間が長い」が 19.4％と

なっている。 

 

 

 

ₒ ╕√│ ─ ╩ ⇔≡™╢ 32- 1- 4≢₈ ₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ  

32- 1- 4- ה 2 ─ ⌐№√╡⁸ ─⅔ ∟≤⇔≡⁸ ╙ ╗ ⌐ủ╩≈↑

≡ↄ∞↕™⁹  

○ 希望する就労形態は、「フルタイム（正社員）」が最も多く 69.3％となっている。前回調査と比べる

と、「フルタイム（正社員）」の割合が 74.2％から 69.3％に 4.9 ポイント低下している。 
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ᵔ ⇔≡™⌂™ ─  

ₒ ⇔≡™⌂™ 32≢₈ ₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

32- 2- 1 ⁸⅔ ╩↕╣≡™⌂™ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™⁹  

○ 現在の非就労の理由は、「健康上の理由がある」が最も多く 44.5％、次いで「勉強（資格取得・在

学等）中である」が 11.6％、「仕事が見つからない」「子育てに専念している」が 9.6％と続いてい

る。 

 

 

 

 

ₒ ⇔≡™⌂™ 32≢₈ ₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

32- 2- 2 ≥─╟℮⌂ ≢ ⌐ ⅝√™≤ ⅎ≡™╕∆⅛⁹ ─⅔ ∟≤⇔≡⁸ ╙ ╗

⌐ủ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹  

○ 希望する就労形態は、「パート・アルバイト」が最も多く 38.4％、次いで「フルタイム（正社員）」

が 33.6％と続いている。 
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ᵕ ꞉כ◒─  

33 ⁸ ꞉כ◒⌐╟╢ ⅝ ╩ ⇔╕∆⅛⁹  

○ 在宅ワークの希望は、「希望しない」が 48.0％、「希望する」が 40.0％、「すでに在宅ワークをして

いる」が 9.9％となっている。 

 

 

 

 

ₒ ꞉כ◒╩ ∆╢ 33≢₈ ₉╕√│₈ ₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

33- 1 ꞉כ◒╩ ה ∆╢⌐№√∫≡⁸≥─╟℮⌂ ⅜№╣┌╟™≤ ™╕∆⅛⁹ 

 

○ 在宅ワーク開始・継続にあたって希望する支援は、「仕事の紹介」が最も多く 61.7％、次いで「パ

ソコンやソフトに関するスキルアップ研修」が 51.6％、「在宅ワークの始め方の支援」が 46.1％、

「パソコンや通信環境の準備支援」が 40.4％と続いている。 
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ᵖ ─  

ה 34 ה ⌐ ↑⁸ ⌐ ┘ ↄ ╩ ⇔√™≤ ™╕∆⅛⁹  

○ 資格取得の意向は、「思う」（意向あり）が 77.9％、「思わない」（意向なし）が 20.9％となっている。 

○ 年齢別にみると、「30～39歳」で「思う」（意向あり）が最も多く 85.7％、次いで「～29歳」が 84.7％

と続いている。 
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ᵗ ₈└≤╡ ₉─ ה  

35 ╩ ∆╢ ≢№╢₈└≤╡ ₉╩↔ ≢⇔√⅛⁹  

 

○ 「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」の認知は、「知っていた」が 59.2％、「知らなかった」が

39.6％となっている。なお、前回調査と比べると 44.4％から 14.8 ポイント上昇している。 
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36 ₈└≤╡ ₉─ ה ⌐≈™≡ ⅎ≡ↄ∞↕™⁹ 

 

○ 「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」の利用状況・意向は、「制度の内容を詳しく知らないので

判断できない」が最も多く 34.4％、次いで「利用したいが利用できていない」が 26.1％、「利用し

たいと思わない」が 18.5％、「利用したい」が 13.4％と続いている。 

 

 

 

 

₈o└≤╡ ₉╩₈ ⇔√™⅜ ≢⅝≡™⌂™₉╕√│₈ ⇔√

™≤ ╦⌂™₉≤ ⇔√ 36≢₈ ₉₈ ₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

36- 1 ≢⅝≡™⌂™ ⁸ ⇔√™≤ ╦⌂™ │ ≢∆⅛⁹  

○ 制度を利用できない/ 利用したいと思わない理由は、「現在の仕事を休めない」が最も多く 53.4％、

次いで「通学する時間がない」が 41.9％、「給付金を利用しても通学中の生活費が足りない」が 29.7％、

「取りたい資格が給付金の対象資格でない」が 22.9％と続いている。 
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ᵘ ₈└≤╡ ₉─ ה  

37 ╩ ∆╢ ≢№╢₈└≤╡ ₉╩↔ ≢⇔√⅛⁹  

 

○ 「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金」の認知は、「知っていた」が 55.1％、「知らなかった」が

43.8％となっている。なお、前回調査と比べると 27.2％から 27.9 ポイント上昇している。 

 

 

 
 

 

╡≥└ה ─₈ ∫≡™√₉─  
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38 ₈└≤╡ ₉─ ה ⌐≈™≡ ⅎ≡ↄ∞↕™⁹ 

 

○ 「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金」の利用状況・意向は、「制度の内容を詳しく知らないので

判断できない」が最も多く 36.7％、次いで「利用したいが利用できていない」が 24.3％、「利用し

たいと思わない」が 18.1％、「利用したい」が 12.9％と続いている。 

 

 

 
 

₈o└≤╡ ₉╩₈ ⇔√™⅜ ≢⅝≡™⌂™₉╕√│₈ ⇔√

™≤ ╦⌂™₉≤ ⇔√ 38≢₈ ₉₈ ₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

38- 1 ≢⅝≡™⌂™ ⁸ ⇔√™≤ ╦⌂™ │ ≢∆⅛⁹  

○ 制度を利用できない/ 利用したいと思わない理由は、「現在の仕事を休めない」が最も多く 55.1％、

次いで「通学する時間がない」が 43.6％、「給付金を利用しても受講に必要な経費が足りない」が

26.9％、「取りたい資格が給付金の対象資格でない」が 21.9％と続いている。 

 

 

 

4.6% 12.9% 24.3% 18.1% 36.7% 3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1,614)

55.1%

43.6%

26.9%

21.9%

10.7%

15.5%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

─ ╩ ╘⌂™

∆╢ ⅜⌂™

╩ ⇔≡╙ ⌐ ⌂ ⅜ ╡⌂™

╡√™ ⅜ ─ ≢⌂™

∆╢ ─ ≥╙─ ↑ ⅜⌂™

∕─

(n=684)



и  

74 

 

 ─ ⁸ ⌂≥⌐ ∆╢↓≤ 

 

ᵑ ₈└≤╡ ₉─ ה  

39 ₈└≤╡ ₉ 10 ╩ ∫≡™╕∆⅛⁹  

○ 「ひとり親家庭総合相談窓口」の認知は、「初めて知り、今後利用したい」が最も多く 26.0％、次

いで「知っており、利用したことがある」が 22.1％、「初めて知ったが、利用したいと思わない」

「知っているが利用したいと思わない」が 18.3％と続いている。 

 

 

 
 

ₒ└≤╡ ╩↓╣╕≢ ⇔√↓≤⅜⌂™ ⁸ ─⌂™ 39≢₈ ₉

₈ ₉₈ ₉≤ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

39- 1 ╕≢ ⇔⌂⅛∫√ ⁸ ⇔√™≤ ╦⌂™ │ ≢∆⅛⁹  

○ 窓口を利用できていない/ 利用したいと思わない理由は、「相談する時間・余裕がない」が最も多く

41.9％、次いで「相談したいことがない」が 36.4％、「窓口の開設時間に利用できない」が 29.2％、

「相談も含め公的支援を受けることに抵抗がある」が 6.3％と続いている。 
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ᵒ └≤╡ ⌐⌂∫≡⅛╠ ה ≡ ≢ ╣√ ─  

40 └≤╡ ⌐⌂∫≡⅛╠⁸ ╛ ≡ ≢ ╣√ ─ │№╡╕∆⅛⁹  

○ ひとり親になってから福祉・子育て関連で訪れた区の窓口は、「子育て支援課児童手当係」が最も多

く 82.0％、次いで「総合福祉事務所福祉事務係」が 53.6％、「保育課」が 30.2％、「ひとり親家庭

総合相談窓口」が 23.5％と続いている。 
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ᵓ └≤╡ ⌐ ∆╢ ─  

41 └≤╡ ─ ⌐ ∆╢ ╩≥↓⅛╠ ⇔≡™╕∆⅛⁹  

○ ひとり親家庭支援に関する情報の入手先は、「区ホームページ」が最も多く 36.4％、次いで「区ひ

とり親家庭のしおり」が 19.7％、「区報」が 16.0％、「親族・友人・知人からの情報」が 13.8％と

続いている。 
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ᵔ ╡√⅛∫√↓≤ה ╡√™↓≤ 

42 └≤╡ ⌐⌂╢ ⌐ ╡√⅛∫√≤ ℮↓≤│№╡╕∆⅛⁹  

○ ひとり親になる前に知りたかったことは、「児童扶養手当などの経済的な支援」が最も多く 43.4％、

次いで「住居に関する支援」が 37.3％、「子育てに関する支援」が 32.4％、「就労に関する支援」が

27.0％と続いている。 

 

 

 
 

43 └≤╡ ⌐⌂∫√ ╛⁸ ╙ ╡√™↓≤│№╡╕∆⅛⁹  

○ ひとり親になった当初・現在知りたいことは、「家計（生活費、教育費、家賃、養育費等）」が最も

多く 42.6％、次いで「住居に関すること」が 34.6％、「子育てに関すること」が 29.7％、「就労に

関すること」が 24.7％と続いている。 
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ᵑ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ⌐╟╢ ─  

44 ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─ 2019 ≤ 2020

╩ ⇔≡⁸ №√╡─ │ ≢≥─ ⇔╕⇔√⅛⁹  

○ 新型コロナウイルス感染症による就労収入の変化は、「ほとんど変わらない」が最も多く 49.0％、

次いで「半分までではないが、減った」が 24.8％、「もともと就労していない」が 7.2％、「ほとん

どなくなった」が 4.7％と続いている。「ほとんどなくなった」「半分程度になった」「半分まででは

ないが、減った」の合計は、33.7％となっている。 

○ 現在の就労状況別にみると、「自営業」で「ほとんどなくなった」「半分程度になった」「半分までで

はないが、減った」の合計が最も多く 69.3％、次いで「パート・アルバイト」が 43.5％と続いてい

る。 

 

 

 
 

─  
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ₒ ⇔√ 44≢₈ ₉ ₈ ₉╩ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

44- 1 ⌐│≥─╟℮⌐ ⇔╕⇔√⅛⁹  

○ 減収への対応方法は、「預金の取崩し」が最も多く 64.9％、次いで「洋服や趣味などの節約」が 59.7％、

「食費の節約」が 49.4％、「光熱水費の節約」が 29.8％と続いている。 

 

 

 
 

ₒ ⇔√ 44≢₈ ₉ ₈ ₉╩ ⇔√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆ₓ 

44- 2 2022 ⁸ │ ⇔╕⇔√⅛⁹  

○ 減収した就労収入の回復状況は、「減収したまま回復していない」が最も多く 41.5％、次いで「多

少回復したが、新型コロナウイルス流行以前の水準にまでは戻っていない」が 32.4％、「現在は新

型コロナウイルス流行以前の水準まで概ね回復した」が 23.2％と続いている。 

○ 新型コロナウイルス感染症による就労収入の減少を経験した 33.7％〔問 44〕のうち 73.9％の世帯、

全体では 24.9％の世帯で減収が今なお回復していない。 
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45 №⌂√⌐│⁸↓─ ≢ ─╟℮⌂↓≤⅜№╡╕⇔√⅛⁹  

○ 心身の不調の有無は、「肩こり、頭痛、腰痛、胃の痛み」が最も多く 68.3％、次いで「不眠」が 34.7％、

「意欲の低下」が 32.8％、「抑うつ気分が続く」が 23.6％と続いている。 
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ᵓ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─ ─  

46 ⌂≥⅜ ∫≡™╢⁸ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─ ⌐╟╡ ⌐ ↕╣√ ┼─

⌐≈™≡⁸ ⇔√↓≤⅜№╢╙─│№╡╕∆⅛⁹  

○ 新型コロナウイルス感染症関係の支援の利用状況は、「緊急小口資金特例貸付」が最も多く 6.2％、

次いで「総合支援資金特例貸付」が 4.9％、「母子及び父子福祉資金」が 4.0％、「生活困窮者自立支

援金」「住居確保給付金」が 2.0％と続いている。 

 

 

 
─  

₃  

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のため

の生活費を必要とする世帯を対象とした社会福祉協議会による貸付。 

 

₃  

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生計維持が困難となり、生活再建までの

生活費を必要とする世帯を対象とした社会福祉協議会による貸付。 

 

₃ ┘  

20 歳未満のお子さん等を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父等を対象とした資金の貸付。 

 

₃  

総合支援資金特例貸付を利用できない世帯を対象とした支援金。 

 

₃  

離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮

し、住居を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方を対象とした家賃相当額の給付金。 

 

₃  

住居確保給付金を令和２年 10 月から令和３年３月の間に受給した方に、家賃と給付金支給上限額の差額を支

給した。（令和３年３月終了） 

 

₃  

新型コロナウイルス感染症の影響等により住居確保給付金または生活困窮者自立支援金の支給決定を受けた

方で、令和３年 10 月以降に就職した方等を対象とした給付金。 
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47 ∕─ ⁸└≤╡ ┼─ ⌐⅛⅛╢↔ ↔ה ↔↨™╕⇔√╠⁸↔ ↄ∞↕

™⁹  

○ 意見・要望を内容によって分類したところ、「諸手当・助成・所得控除等」に関する意見・要望が最

も多く 126件、次いで「事業・制度全般」が 84件、「窓口・相談・手続き」が 82件、「教育」が 72

件と続いている。 
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⌂ ─  

※表現・語句の表記については、原文のまま掲載しています。 

 

ₒ ה ⌐≈™≡ₓ 84      

意見 

支援していただき、とても助かり、ありがとうございます。子供も大きくなり、手がかからなくなって来

たので、安心して働けていますが、まだ小学生の時は、大変でしたし、私自身、仕事がなく、こまりまし

た。今は資格を国家試験でとり、保育士として何とか働いています。支援を受けず、とったので制度を知

っていれば良かったです。当時は、情報を知る事が出来ず、残念でした。もっと情報を発信してほしいで

す。 

メールマガジンなど、定期的に情報発信して頂けて、実際に利用するかは別として、「困ったら利用でき

るかも」というお守りの様な安心感を受け取っています。 

年金分割手続きの期限が切れてしまい、将来に不安を抱えています。離婚時に制度の詳しい説明を知りた

かったです。 

離婚時の書類提出時に今後利用できるであろうサービスについてパンフレットとか欲しかった。 

子供の進学、教育費に関する支援等の情報提供があるとありがたい。 

現代はひとり親、子どもの障害（発達障害を含む）、親の介護など１つではなく複合的に支援が必要な人

も増えていると思います。全体的なサポートをお願いしたいです。 

日常のちょっとしたことの支援。力仕事や家の簡単な補修（ドア）とかを安心してお願いできるところが

ほしい。 

支援の情報にルビや通訳がほしい。 

中間層のひとり親は結構居ると思います。物価が上がっている現在、中間層にも目を向けて欲しいです！ 

ひとり親家庭休養ホーム、宿泊だと使いにくいです。レジャー施設の割引きや補助などだと申請しやすい

し使いやすいです。 

練馬区の支援ではたくさん助けられています。ありがとうございます。ひとり親休養ホームを使わせてい

ただいています。子供達とゆっくり過ごせ、リフレッシュ出来るので助成金がこれ以上下がらないでほし

いなぁと思います。 

個人事業主として自宅で仕事をしていますが、ひとり親ホームヘルプサービスを利用しようとしたとこ

ろ、コロナ理由を除いて在宅仕事の人は使えないと言われました。行政はいまだに、家にいるなら仕事と

保育が両立できるという認識なのかと残念に思いました。働き方改革が叫ばれている今、行政の対応の柔

軟性や認識のアップデートを求めます。 

ひとり親ホームヘルプのサービスを受けたいと思い時がたびたびあったが、急には頼めないので結局一度

も利用できなかった。今は大丈夫だが今後自分の健康状態に何かあったらと思うと心配です。 

ひとり親といっても離婚、死別など様々。そのおかれている状況に応じての支援をお願いできたらありが

たいです。 

ひとり親になる前の支援情報がうすい。 

色んな支援制度があることはありがたいのですが、受けられる支援制度がそれほど知られていないのかな

と感じます。もう少し受けたい人が受けられるように案内なりしてほしいかなと思います。 

様々な制度が整っていると思うのですが、情報をとりに行く or 窓口に行く余裕がある方は少ないと思い

ます。（私も含めて）郵送の形で、時折情報発信をしていただけるとありがたいです。 

色々な支援があるのはとてもありがたいです。ありがとうございます。今後もひとり親であることが子ど

もに負担にならないようご支援のほどよろしくお願いいたします。 

家計に関するセミナー等増やして欲しい。 
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ₒ ה ה ⅝⌐≈™≡ₓ 82  

Zoom等、オンラインで相談できるようになったら良い。 

平日就労しているので、土曜の相談窓口などは大変助かる。またネットから予約や相談ができると助かる。 

気軽に悩み相談ができる所がもっと増えて欲しい。（窓口の開設時間に行けない。） 

全ての手続きにおいて、仕事を休まずできるよう、時間外や郵送手段を設けてほしい。その為に仕事を休

む事は非常に難しいです。 

離婚した直後はストレスで頭が思考停止のような状態でした。区の窓口であっちこっち回るのがしんどか

った。窓口が一つで済むのがベストですがそれは無理だとしても、やるべき手続き、順番、準備する書類。

一緒に頭の中を整理してくれる人がいたら良かったです。仕事で時間がとれないなかで、大変でした。 

死別だったのですが、手続きの窓口が違ったり、こちらで調べないと申請書類をくれなかったりで色々戸

惑いました。一括して相談できる窓口や申請方法があったらなと思います 

離婚して約６年が経ちます。今では、このようなアンケートにもスラスラ回答できるくらい元夫のことは

考えなくなりました。離婚をする前後は、手続きをするのに赤ちゃんを連れたまま区役所に何度も行きま

した。窓口の方の態度が悪くとても悲しい思いをしたこともありますが、そのおかげで気持ちが強くなっ

たような気もします。ひとり親家庭への対応は気苦労もあるかと思いますが、優しく接してあげて下さる

と嬉しいです。 

離婚を考えなければいけない状況になった時総合相談を訪ね、支援や相談ごとに応じた案内をしていただ

き、心強かったです。担当者さんによる部分が大きいのかも？と感じています。教育資金のセミナーも参

考になりました。現在子どもは１６才、１８才で様々手当・支援が終了するため、その後の進学・生活・

老後…不安が尽きません。 

ひとり親という事を子供の環境に影響が出ないように周囲に内密にしているので（学校等にはその旨相談

済）、学校行事や学童などの連絡先登録や各種区への届出の確認の際はプライバシーに十分配慮してほし

い。別室で話す、他の人に聞こえない所で、確認するなど。 

区役所 10Fの総合相談では親切に相談にのってもらった。パソコン講習に参加した時もとても勉強になっ

た。最後は自分で仕事をみつけて働かないといけないのでひとり親になって大変な時に色々な支援があっ

たことはとてもよかったです。練馬区役所や区の施設などで採用（就職）があればいいなと思いました。 

いつも私達のために親身になって相談にのってくださりありがとうございます。離婚後様々なサポートを

教えて頂き、現在は専門学校に通いながら子供達と安心して暮らせています。家族だけでなく、私達を守

ってくれている。そんな方々がいらっしゃる事にとても感謝しています。いつもありがとうございます。 

特に悩みはないと思っていましたが、こうして答えてみると、子どもとのコミュニケーション不足を感じ

ていたり一時的でも、子どもが不安定になった時に全て一人で支えなければならず負担が大きかったりし

たことを思い出しました。苦しい時には頼らせて頂こうと思います。 

ひとり親と言うことは区内で把握されているので、年収状態などをみて、都度書類を申請しなくて済むよ

うにして欲しい。 

 

 

ₒ ה ≤─ ⌐≈™≡ₓ 21  

離婚の際に公正証書を作成し養育費を取り決めたが、途中から支払いが止まってしまった。 

今回のアンケートで知った強制執行付きがあったならば、作成の時に知りたかった。 

そのようなアドバイスがその時に受けられる機会が欲しかったと思います。 

養育費がもらえるようにサポートしてほしい。 

公正証書をかわしてもお金がかかるだけで、相手が払わなければ意味がなく、また、手続きも時間がかか

るので、もう少しどうにかしてほしいです。弁護士費用が高く、区の相談は平日のみで、土・日しか休み

がないと、利用できなくて、土曜日も対応してくれる窓口がほしいです。 

養育費が支払われておらず、自分の給与で育てており、自分の身にもしも何かあったらと考えると不安が

あります。 
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ₒ ה ה ה ⌐≈™≡ₓ 36  

今の仕事（介護職）が続けられるか不安なので、パソコンスキルをつけて在宅ワークをしたいと考えてい

ますが、具体的に何をはじめたらいいのかわかりません。仕事をしながら家で学べるツールがあるとうれ

しいです。 

短時間、短期間での仕事の紹介もしてほしい。在宅ワークについての情報を増やしてもらいたい。 

パートで働きながら資格取得のため試験勉強をして、2 回目の保育士試験で合格通知をもらった。自分を

鼓舞しながら、ひとり親支援の職員の方のアドバイス（履歴書・面接のアドバイス）などが大変役立ち、

どうにか保育園での保育士としての切符を手に入れることができました。ありがとうございました。 

対象資格、看護師等、経験がない場合なので年齢的に難しい。資格のハードルが高い。もっと幅を広げて

ほしい。例えば登録販売者、医療事務など。 

高等職業訓練促進給付金のおかげで安心して生活ができて大変助かっています 

年収をもっと上げたいが、どうしたらいいのか、分からない。子どもが１８歳になって手当てがなくなっ

たら、他の家庭と同じくらいの収入を得たい。転職して上がるのか？どうしたらいいのか分からない。 

講習会も平日が多く、絶対参加できません。土曜日出勤も多いので日曜日開催のものもあったらなぁと思

います。 

区のパソコン関係・介護関係の講習など、学校の終わる時間までに帰宅できる時間設定にして頂けるとあ

りがたい。午前中のみ等。 

 

 

ₒ ה ה ⌐≈™≡ₓ 126  

年間 300万円前後の収入を得ていると、受けられる手当は一部となってくる。しかし、子供達は成長する

にあたり洋服がサイズアウトになり、食欲も増すため食費がかかります。学年が上がることで部活動の遠

征費やユニフォーム代等、手当では賄うことのできない支出も増えます。 

子供たちの「やりたい気持ち」を尊重し、楽しい学生生活を送ってほしいと強く願います。 

今回転職で減収。続けられず仕方なくの転職だが、前の所得に対して現在なため、すぐに制度を利用でき

ない。必要な時になるべくすぐ変更がきくよう、スムーズな手続きへ変更になるとありがたい。 

児童手当は児童扶養手当同様にせめて１８歳末まで出して欲しい。 

児童扶養手当の受給資格ギリギリの年収ですが、もし今後切られてしまったら、このコロナと戦争などに

よる物価上昇で生活費がどんどん高くなっているので、とても暮らせません。 

支援のおかげで、子どもたちも高校・大学へ進学できました。感謝しております。就労によって、収入が

増えると、すぐに支援が減額され、貯蓄には至りません。１０万円くらいの貯蓄ができるまでは、支援額

を減らさないようにしていただけると、余裕ができ、よりよい子育てが可能になると思います。 

児童扶養手当は収入が増えて支給停止中だが、養育費含め年収 400万程度でも全く楽ではない。フルタイ

ム勤務で家事が全く回らない。食事の宅配、洗濯の代行、食洗機や掃除ロボットの貸出など、利用中に在

宅しなくてもいい家事支援サービスに対して、利用費補助などの支援をしてほしい。 

大学生２人と高校生１人いますが、生活費は増えてきているが、手当ては少なくなってきているので、手

当てが高校生まででなくならないで欲しい。大学生になっても延長して欲しい。 

資金、貸付を利用したいと思っても、連帯保証人があるとハードルが上がり、利用しずらい。 

児童扶養手当の 2 人目以降の金額を上げてほしい。 

児童扶養手当の収入制限を引き上げてほしい 

子どもの医療費無料を高校卒業までにしてほしい。 

どこか遊びに行きたいなと思うけれど交通費がかかってしまい、なかなか行けない。JR や西武線なども

交通費補助があれば助かります。 
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ₒ ⌐≈™≡ₓ 52  

未就学児がいると借りられる賃貸物件がほとんどなく、住居探しにはとても苦労したので、民間賃貸物件

等も斡旋して頂けると有難い。 

ずっと練馬区に住みたいですが家賃負担が大きく大変なので隣接している市への転居も検討せざるをえ

ない。都営住宅も区営住宅も入居できない。住居に関わる支援があると助かります。 

不安なことは、住まいについてです。子供の成長につれてどうしても手狭になってくるので、数年後には

引っ越さないといけないかなと思っていますが、この周辺で間取りを増やすと月々5、6 万近く家賃が増

えてしまいそうです。区を変えるのも手続きなどの面倒さや、子供の通学時間があるので悩みます。 

住宅の家賃支援などのサービスがあるとうれしいです。 

 

 

ₒ ה╙≤ ≡⌐≈™≡ₓ 52  

現在の小学２年生の息子がいて学童クラブを利用しているが４年生以降、どうしようか悩んでいます。（学

童が原則３年生までの為） 

よくして頂いていると思います。ひとり親同士の交流の場をもう少し広げて頂きたいのと、どうしても一

人の時間が持てず、精神的に辛くなる事もあるので、預かり保育などが優先的に利用出来たりすると有難

いです。自分もそうですが、離婚成立前の実質ワンオペの方にも支援の手を広げて頂けると尚の事有難い

です。 

ひとり親の様々な育児サービスがありますが、金銭的にも時間的にも余裕がないので、家事支援や一時保

育を年間何回までは無料で利用できるなどのサービスがあると助かります。 

子供が障害（知的障害）をもっているため、保育先に制限ができてしまう。そういったひとり親世帯にも

支援を広げて欲しい。 

 

 

ₒ ⌐≈™≡ₓ 72  

子供が高等教育を受ける為の給付型奨学金等の充実、若しくは大学授業料の無償化などがないと、現状で

は進学を諦めざるを得ない家庭が増えるように思う。貧困の連鎖の原因はこういった所にある気がするの

で、可能性のある若者に上を目指してもらえるようにできないものだろうかと考えております。 

塾へ通わせる為の補助などは練馬区では出来ないのでしょうか？ 

習い事の支援をして欲しいです。 

発達障害・知的障がいの子供がいるひとり親の家庭の子供の進学先（小中高）の情報。 

学習の本やドリルなどを支給、または割引で購入できるなどの対策等ができましたらとても嬉しく思いま

す。 

ひとり親家庭へのコロナに関する給付金を何度かいただいていて助かっています。（非課税世帯のも）あ

りがたいです。家庭訪問型学習支援に申込忘れていたので、今年度は応募して子供のためになればと思っ

ています。 

勉強の支援を小 4 ではなく、入学時からお願いしたい。 

昨年度、中 3 勉強会を利用させて頂き、とてもありがたかったです。 

大学進学を強力に応援して欲しい 

今後の子供の学費の不安。 

 

 

ₒ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ⌐╟╢ ⌐≈™≡ₓ 25  

収入が変わらなくても、コロナの影響により以前より出費が増えた。衛生用品（マスク、アルコール等）。

家に居る事が増え、光熱費もかかり、負担も多くなったので、以前より生活費が大変です。 

コロナで保育園が休園になった際、子どもを預けられず仕事を休まざるをえないためその様な場合のサポ

ートがあると有難いです。 

コロナの時は先の見えない中、給付金や日用品の支援など大変助かりました。ありがとうございました。 
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ₒ ⌐≈™≡ₓ 52  

ひとり親家庭に対する職業訓練と体験イベントを利用させていただきました。しかし、ひとり親になった

理由( 死別) の心のケアをすることが出来ず鬱々とした日々を過ごしています。活動的な「ひとり親」の交

流会があるのかよくわかっておりませんが、同じ悲しみを区内や近場で共感しあえる会があると助かりま

す。 

ひとり親のコミュニティを知りたい。 

子供食堂が近くにあると、自分が精神的に落ちこんでいる時など助かる。 

コロナ初期に日用品やおかずなどカタログで選択し、助けてくれる支援がありましたが、またやっていた

だけるとありがたいです。 

死別によりひとり親になったばかりの頃は、同世代で同じ体験をした人に会えるグループがあれば参加し

たかったです。 

子供たちは大学生、高校生と大きくなりましたが、親族も遠く、自分（の健康）に何かあったときの不安

があります。 

自分が病気になった時、倒れた時、以降の生活を考えると不安で眠れません。 

食料品の支給の拡充をお願いしたい。 

 

 

ₒ∕─ ₓ 34  

ひとり親の置かれている状況が個々に幅広く違うこともあり、全員に必要な情報を提供するのは難しいと

は存じますが、可能な限り全員に対して情報提供をメール等で定期的に発信していただけると嬉しいで

す。 

独り親になった自分が悪い？回りからしたら甘えてるのでは？と、思われてるのでは？独り親で、練馬区

からお金を、貰えてるのに、一般家庭からしたら不公平と思われてるのでは？ 

いつも、このような葛藤があります。 

いつも、助けてもらいありがとうございます。これからも、お世話になります。 

シングルでの子育てと仕事（保育士）の両立にコロナ禍のストレスで適応障害にはじめてなりました。〔中

略〕適応障害になって休職してもお給料（給付金）が出たり、早遅のシフトに入らなくてもよい園がある

ことを教えてくれたのは子どもの通う保育園の先生方でした。また、区の子育て支援センターにもつなげ

ていただき、月１～２回話を聞いてもらう環境にしてもらっています。シングルの子育てにはまず自分を

認めてくれてなんでも「お母さんがんばってる」と励ましてくれる人や見守ってくれる人が必要だと思い

ました。みなさんが支援につながるようによろしくお願いします。 
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 ⅛╠ √  
 

 ─  

○ 児童手当係の窓口への来訪経験が 82.0％〔問 40〕であるのに対し、それに併設するひとり親家庭総

合相談窓口の認知度は 53.8％〔問 39〕にとどまっており、窓口の認知に課題がある。また、総合相

談窓口を今まで利用しなかった理由、利用したいと思わない理由では「相談する時間・余裕がない」

が 41.9％と最も多くなっているほか、「窓口の開設時間に利用できない」が 29.2％〔問 39- 1〕とな

っており、平日の日中時間帯以外や来庁以外の方法で相談ができることも十分認識されていない可

能性がある。より多くの方を支援につなげるため、認知度を向上させるとともに、さらなる相談支

援体制の充実が求められる。 

○ 今回の調査では「悩みを相談できる相手がいる」という回答が 62.8％〔問 14〕となっており、前回

調査では「子育てなどの悩みを気軽に話せる相手がいる」が 84.3％であった。質問形式が異なるも

のの、相談できる相手がいる割合は、21.5％減少している。社会的孤立が進んでいる可能性があり、

社会的孤立を防止する観点からも相談支援体制の重要性は増している。 

 

 ⌐ ↑√ ─  

○ ひとり親家庭の就労率は 89.9％と前回調査から引き続き高い水準となっているうえ、フルタイム

（正社員）の割合が 34.6％から 41.8％と 7.2 ポイント上昇しており、平成 28年に比べて、ひとり

親家庭を取り巻く就労環境は改善傾向にあると考えられる〔問 32〕。 

○ 一方で、新型コロナウイルス感染症による就労収入の減少を 33.7％が経験し、このうち 73.9％、全

体では 24.9％の世帯は減収が今なお回復していない〔問 44、44- 2〕。 

○ 就労者のうち、転職や就労形態の変更を希望している割合は 37.2％を占めている〔問 32- 1- 4〕。そ

の理由として低賃金を挙げるものが 59.3％に達し〔問 32- 1- 4- 1〕、69.3％がフルタイム（正社員）

への転職・就労形態の変更を希望している〔問 32- 1- 4- 2〕。 

○ 就職・転職・収入増に向け、資格取得を希望するものが 77.9％に上るものの〔問 34〕、高等職業訓

練促進給付金を利用しない理由として、給付金を利用しても通学中の生活費が足りないことを挙げ

るものが 29.7％おり〔問 36- 1〕、支援の充実が求められている。 

 

 ⌐ ↑√ ─  

○ 養育費について何らかの取り決めをしている割合は前回調査の 47.2％から 56.0％に 8. 8 ポイント

上昇しており〔問 20- 1〕、実際に養育費を受け取っている世帯も 19.7％から 25.6％に 5.9 ポイント

上昇している〔問 16〕。しかし、今なお養育費に関する取り決めをしていない世帯は 40.8％を占め

〔問 20- 1〕、養育費を受け取っていない世帯も 62.2％を占めている〔問 16〕。 

○ 取り決めをしていない世帯では実際に養育費を受け取っている割合は 2.3％にとどまるのに対し、

取り決めをしている世帯では 47.5％が養育費を受け取っている。ただし、取り決めの方法によって

受け取っている割合に差があり、強制執行認諾条項付きの公正証書での取り決めでは 64.0％が養育

費を受け取っている一方、強制執行認諾条項なしの公正証書では 38.6％、口頭での取り決めでは

32.5 ％にとどまっている。 

○ 引き続き、養育費の確保に向けた支援の充実が求められている。 
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ṕ            Ṗ 

7.  

 

27  ṕṆ ể Ṗ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

27-1 ṕṆ ể Ṗ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

28  Ṇ ṕṆ Ṗ 

1. ṕ Ṗ 

2.  

3. ṕ Ṗ 

4. ṕ Ṗ 

5.  

6.  

7.  

 

28 1 Ṍ6 Ṇ  ẑ 29  

28-1 ể ṕṆ ể Ṗ 

1. ể  

2. ể ṌỄ  

3. Ễ Ṍễ  

4. ễ ṌỆ  

5. Ệ  
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6  ẑ 30  

29  Ṇ  

ṕẆ Ṗ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

    

9.  

 

 

4.   
 

 

30  ṕṆ ể Ṗ 

1. ṕ Ṗ 

2. ṕ Ṗ 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

31  ṕṆ ể Ṗ 

1.  2.  

 

32  ṕṆ ể Ṗ 

ẑ  

ẑ  

1. ṕ Ṗ 

2. ṕ Ṗ 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

ṕ 32 1 Ṍ5 Ṗ   

ẑ ṕ 6. Ṗ 32-2-1  

32-1-1 ṕṆ ể Ṗ 

1. ṕ Ṗ 

2. ṕỔở Ṗ 

3.  

ṕ Ṗ 

4. ṕ Ṗ 

5.  

6. ṕ Ṗ 

7.  

8.  

9.  

10.  

ṕ       Ṗ 
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32-1-2 ṕṆ ể Ṗ 

 ※  

 ẑ  

1. ể  

2. ể Ṍễ  

3. ễ Ṍệ  

4. ệ Ṍ10  

5. 10  

 

32-1-3 ể ṕṆ ể Ṗ 

 ẑ  

 ẑ  

1. 20  

2. 20 Ṍ25  

3. 25 Ṍ30  

4. 30 Ṍ35  

5. 35 Ṍ40  

6. 40 Ṍ45  

7. 45 Ṍ50  

8. 50 Ṍ55  

9. 55 Ṍ60  

10. 60  

 

32-1-4 ṕ ἳ Ṗ

Ṇ ṕẆ ể Ṗ 

1.  2.  

 

ṕ 32-1-4 2 Ṗ   

ẑ 33  

32-1-4-1 ṕẆ Ṗ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

32-1-4-2  Ṇ ṕṆ ể Ṗ  

1. ṕ Ṗ 

2. ṕ Ṗ 

3.  

4.  

5.  

 

ṕ 32 6 Ṗ  ẑ 33  

32-2-1 ṕṆ ể Ṗ 

1.  

2. ṕ Ṗ  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

32-2-2 Ṇ  

ṕṆ ể Ṗ 

1. ṕ Ṗ 

2. ṕ Ṗ 

3.  

4.  

5.  

6.  
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33  ṕṆ ể Ṗ 

ẑ ( )  

ẑ Ḳ  

1.  2.  3.  

 

ṕ33 ể ễ Ṗ  ẑ 34  

33-1 ṕṆ Ṗ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.   

7.  

 

 

34  ṕṆ ể Ṗ 

1.  2.  

 

35  ṕṆ ể Ṗ 

ẑ  

1.  2.  

 

36  ṕṆ ể Ṗ 

1.  

2.  

 

3.  

4.  

5.  

 

ṕ 36 3 4 Ṗ  ẑ 37  

36-1 ṕṆ Ṗ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. ṕ       Ṗ 

 

 

37  ṕṆ ể Ṗ 

ẑ  

1.  2.  
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38  ṕṆ ể Ṗ 

1.  

2.  

 

3.  

4.  

5.  

 

ṕ 38 3 4 Ṗ  ẑ 39  

38-1 ṕẆ Ṗ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. ṕ        Ṗ 

 

5.   
 

 

39  ṕ 10 Ṗ ṕṆ ể Ṗ 

ẑ  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

ṕ 39 2 3 5

Ṗ  ẑ 40  

39-1 ṕẆ Ṗ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9. ṕ              Ṗ 

 

 

40  ṕẆ Ṗ 

1.  

2.   

ṕ Ṗ 

3.   

ṕ Ṗ 

 

4.   

ṕ Ṗ 

5. ṕ Ṗ 

6. ṕ Ṗ 

7. ṕ Ṗ 

8.  

ṕ              Ṗ 
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41  ṕẆ Ṗ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

ṕ 10 Ṗ 

8.  

9.  

10.  

 

42  ṕẆ Ṗ 

1.  

2.   

3.  

4.  

5.  

6.  

7. DV  

8.   

9. ṕ                Ṗ 

10.  

 

43  ṕẆ Ṗ 

1. ṕ Ṗ 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.   

9. DV  

10.  

ṕ        Ṗ 

11.  

 

 

6.   
 

 

44  ṕ ṕ2019Ṗ Ṗ ṕ 2 ṕ2020Ṗ

Ṗ ṕṆ ể Ṗ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

ṕ 44 1Ṍ 3 Ṗ  ẑ 45  

44-1 ṕṆ Ṗ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
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44-2 ṕ 4 ṕ2022Ṗ4 Ṗ ṕṆ ể Ṗ 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

45  ể ṕṆ Ṗ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. ṕ Ṗ 

8. ṕ Ṗ 

 

46  

ṕṆ Ṗ 

1.  

2. ṙ Ṛ 

3. ṙ Ṛ 

4. ṕ2.3. Ṗ 

5. ṕ Ṗ 

6. ṕ Ễ 10 Ṍ ễ ễ 5.  

 ※ Ṗ 

7. ṕ5.6. Ṗ 

 

47   

 

 

 

5 24 ṕ Ṗ  
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